
小規模多機能ホームせとうち 料金表 
 

〇基本料金(介護保険負担割合が１割の方)                  単位：円 

要介護度 支援 1 支援 2 介護 1 介護 2 介護 3 介護 4 介護 5 

保険費用 34,500 69,720 104,580 153,700 223,590 246,770 272,090 

自己負担 3,450 6,972 10,458 15,370 22,359 24,677 27,209 

※基本料金は月額となっています。 

※介護負担割合が 2割、3割の方は上記の料金と異なります。 

 

○加 算                                 単位：円 

加 算 項 目 単 価 加 算 項 目 単 価 

初期加算（30 日まで） ９００ 看護職員配置加算（Ⅰ） ９００ 

認知症加算（Ⅲ） ７６０ 総合マネジメント加算（Ⅰ） １,２００ 

認知症加算（Ⅳ） ４６０ 総合マネジメント加算（Ⅱ） ８００ 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） ７５０ サービス提供体制強化加算（Ⅱ） ６４０ 

訪問体制強化加算 １,０００ 看取り連携体制加算(死亡日以前３０日以下) ６４/日  

 

看取り連携体制加算（死亡日以前３０日以下） ６４円／日 

科学的介護推進体制加算 ４０円/月 

介護職員処遇改善加算 所定単位数×１０．２％ 

介護職員特定処遇改善加算 所定単位数×１．５％ 

介護職員等ベースアップ等支援加算 所定単位数×１．７％ 

 

○食事の提供（食事代） 

ご契約者に提供する食事に要する費用です。 

 料金 朝食 ３９０円 昼食 ５５０円 おやつ １４０円 夕食 ５２０円 

○宿泊に要する費用 

 ご契約者に提供する宿泊サービスの宿泊に要する費用です。 

 料金 2,200 円/一泊 

 

（例）：要介護２の方が通いを２回(昼食＋おやつ)/週、泊りを２回/月 利用した場合の月額例 

 

      基本料金 ： 15,370 円         加算料金 ：   4,200 円 

      朝食代  ：   780 円(泊り時)      昼食代 ：   4,400 円 

夕食代  ：  1,040 円(泊り時)     おやつ代 ：   1,120 円 

      宿泊代  ：  4,400 円  

合計：31,310 円(月額) 



小規模多機能ホームせとうち　施設長殿

介護保険法による施設利用(小規模多機能)を希望しますので申請します。

本籍地

　　 電話番号　　　　(　　　　)

住所 携　帯

住所 携　帯

氏名 年齢 続柄 電話番号

□施設処理欄

受付年月日 入力の有無

本人氏名

フリガナ

性　別 男　・　女

利用申請書

申込者　　　　　　　　　　　　　　印　

申込日 令和　　年　　　月　　　日 都・道・府・県

生年月日 明治・大正・昭和　　　　　　　年　　　　月　　　　日生　(　　　　　　歳)

現住所
〒

現在の居所

利用料支払者 1.本人負担　　2.一部縁故者　　3.全額縁故者　　4.その他(　　　　　　　　　　　)

緊

急

連

絡

先

氏名
続柄(　　　)

電　話
明・大・昭　　年　　月　　日生(　　歳)

〒

氏名
続柄(　　　)

電　話
明・大・昭　　年　　月　　日生(　　歳)

〒

その他該当するものがありましたら○をしてください。

家族の状況

(近親者)

住所

保険について　　お手持ちの手帳類について○をしてください。

健康保険証　　介護保険証　　　老人医療受給者証　　　被爆者手帳　　　身体障害者手帳

心身障害者医療費受給資格証　　　後期高齢者医療被保険者証　　　減額認定証

年金について　　ご本人様が受給している年金の種類に○をしてください。

国民年金　　厚生年金　　共済年金　　遺族年金　　恩給　　その他　

市町村民税非課税　　　生活保護

入居希望理由

受付者 令和　　　年　　　月　　　日
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         小規模多機能ホームせとうち 

「指定小規模多機能型居宅介護・指定介護予防多機能型居宅介護」 

           重要事項説明書 

            【令和 7 年 4 月 1 日現在】 

 

        

          

 

 

 

 当事業所はご契約者に対して指定小規模多機能型居宅介護サービス・指定介護予防小規

模多機能型居宅介護サービスを提供します。 

事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説

明します。 

  

 

※当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要支援」「要介護」と認定さ

れた方が対象となります。要介護認定をまだ受けていない方でも所定の手続きによ

り「要支援」「要介護」となる場合はサービスの利用が可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当事業所は介護保険の指定を受けています 

（岡山県指定 第３３９２４０００４４） 

 

 

号） 

            ～目次～ 

 

１．事業者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 

２．事業所概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 

３．職員の配置状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 

４．当施設が提供するサービスと利用料金・・・・・・・・・・4 

５．事故発生時の対応について・・・・・・・・・・・・・・9 

６．秘密の保持について・・・・・・・・・・・・・・・・・9 

７．個人情報利用目的について・・・・・・・・・・・・・・10 

８．苦情の受付について・・・・・・・・・・・・・・・・・10 

９．運営推進会議の設置・・・・・・・・・・・・・・・・・12 

 



2 

 

 

１． 事業者 

（１）法人名    社会福祉法人 藤 花 会 

  （２）法人所在地  岡山県瀬戸内市邑久町福中１１８０ 

  （３）電話番号   ０８６９－２２－２００６ 

  （４）代表者名   理事長 藤田 琢二 

  （５）創立年月   平成 22 年９月１日 

 

２．事業所の概要 

 （１）事業所の種類 指定小規模多機能型居宅介護     平成２２年９月１日指定 

           指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業           

平成２２年９月１日指定 

           岡山県       ３３９２４０００４４ 号 

           ※当事業所は特別養護老人ホームせとうちに併設されています。 

 （２）事業所の目的 要介護者・要支援者が可能な限りその自宅において、その有する能

力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、通い、訪問、

宿泊の形態で、家庭的な環境と地域住民との交流の下、必要な日常

生活上の援助を行うことにより、要介護者等の日々の暮らしの支

援を行い、また要介護者等の孤立感の解消及び心身機能の維持並

びに要介護者の家族の身体及び精神的負担の軽減を図ることを目

的とする 

 （３）事業所の名称 小規模多機能ホームせとうち 

 （４）事業所の所在地 岡山県瀬戸内市邑久町福中１１８０ 

 （５）電話番号   ０８６９－２２－２６２６ 

 （６）施設長（管理者）  氏名 田中 寿一 

 （７）当事業所の運営方針  

   １．当事業所において提供する指定小規模多機能型居宅介護・指定介護予防小規模 

多機能型居宅介護は、介護保険法並びに関係する厚生労働省令、告示の 

主旨及び内容に沿ったものとする。 

   ２．利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるように、地域住民と 

    の交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況、希望及びその置 

    かれている環境を踏まえて、通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを柔 

軟に組み合わせることにより、妥当適当にサービスを提供する。 

   ３．利用者一人ひとりの人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環
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境の下で日常生活を送ることができるようにサービスを提供する。 

   ４．指定小規模多機能型居宅介護・指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供にあ

たっては、指定小規模多機能型居宅介護計画・指定介護予防小規模多機能型居宅介

護計画（以下「小規模多機能型居宅介護計画」という）に基づき、漫然かつ画一的

にならないように、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができる

ように必要なサービスを提供する。 

   ５．指定小規模多機能型居宅介護・指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供にあ

たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又は家族に対し、サービスの提供

等について、理解しやすいように説明を行う。 

   ６．登録者が通いサービスを利用していない日においては、可能な限り、訪問サービ

スの提供、電話連絡による見守り等を行う等登録者の居宅における生活を支える

ために適切なサービスを提供する。 

   ７．利用者の要介護状態の軽減または悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、

計画的に行う。 

   ８．提供する指定小規模多機能型居宅介護・指定介護予防小規模多機能型居宅介護の

質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を

公表し、常に改善を図る 

 （８）開設年月    平成 22 年 9 月 1 日 

 （９）営業日及び営業時間 

営業日 年中無休 

通いサービス ９時～１８時 

訪問サービス ２４時間 

宿泊サービス （基本時間）１８時～９時 

 

 （１０）登録定員  ２５名（通いサービス１５名、宿泊サービス５名） 

 （１１）通常の事業実施区域 瀬戸内市（裳掛小学校区を除く） 

（１２）居室等の概要  当事業所は以下の設備をご用意しています。 

居室・設備の種類 室 数       備  考 

宿泊スペース ５ 宿泊室 

宿泊スペース 

居間・食堂 １  

相談室・事務室 １  

脱衣所 １  

浴室 ２ 個浴 ２屋 

※上記は、厚生労働省が定める基準により、指定小規模多機能型居宅介護支援事業所・指定

介護予防小規模多機能型居宅介護支援事業所に必置が義務づけられている施設・設備です。 
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３．職員の配置状況 

 当事業所では、ご契約者に対して指定小規模多機能型居宅介護、又は指定介護予防小規模

多機能型居宅介護のサービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置します。 

<主な職員の配置状況> 

 

 

 

 

 

 

※業務の状況により増減員することができるものとする。 

 

４．当施設が提供するサービスと利用料金 

 当施設では、ご利用者に対して以下のサービスを提供します。 

 当施設が提供するサービスについて 

（１）利用料金が介護保険から給付される場合 

（２）利用料金の金額をご契約者に負担いただく場合 

があります。 

 

（１） 介護保険給付の対象となるサービス 

以下のサービスについては、サービス利用料金の大部分（通常 9 割）が介護保険から給

付、利用者の自己負担は費用全体の１割の金額となります。 

 

<サービスの概要> 

ア．通いサービス 

 事業所のサービス拠点において、食事や入浴、排泄等の日常生活の世話や機能訓練を

提供します。 

① 食事支援 

・食事の準備、後片付け 

・食事摂取の介助・その他の必要な食事の介助 

・調理場で利用者が調理することもできます。 

・食事サービス利用は任意です。 

 

職   種 指 定 基 準 

１．管理者 １名 

２．計画作成担当者（介護支援専門員） １名以上 

３．看護職員 １名以上 

４．介護職員 7 名以上 
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② 入浴支援 

・入浴又は清拭を行います。 

・衣類の着脱・身体の清拭、洗髪、洗身の介助を行います。 

・入浴サービスの利用は任意です 

③ 排泄支援 

  ・排泄の自立を促すため、ご利用者の身体能力を最大限活用した援助を行います。 

④ 機能訓練 

・利用者が日常生活を営むために必要な機能の減退を防止するための訓練及び利用者   

 の心身の活性化を図るための各種支援を提供します。 

⑤ 健康チェック 

・血圧測定等、利用者の全身状態の把握を行います。 

⑥ 送迎サービス 

・ご契約者の希望により、ご自宅と事業所間の送迎サービスを行います。 

 

イ．訪問サービス 

・利用者の自宅にお伺いし、食事や入浴、排泄等の日常生活上の世話や機能訓練を  

 提供します。 

・訪問サービス実施の為の必要な備品等（水道、ガス、電気を含む）は無償で使用 

 させていただきます。 

・訪問サービスの提供にあたって、次に該当する行為は行いません。 

① 医療行為 

② ご契約者もしくはその家族からの金銭又は高価な品物の授受 

③ 飲酒及びご契約者もしくはその家族等の同意なしに行う喫煙 

④ ご契約者もしくはその家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動 

⑤ その他契約者もしくはその家族等に行う迷惑行為 

 

ウ．宿泊サービス 

 当事業所に宿泊していただき、食事、入浴、排泄等日常生活上の世話や機能訓練を提

供します。 

 

<サービス利用料金（1 日あたり）> 

ア． 通い、訪問、宿泊（介護必要分）すべてを含んだ１カ月単位の包括費用の月額 

利用料金は 1 カ月ごとの包括費用（定額）です。 
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  下記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険

給付額を除いた金額（自己負担額）をお支払いください。（サービスの利用料金は、ご

利用者の要介護度に応じて異なります。） 

 

介護保険負担割合が 1 割の方 

ご契約者の要介護度 要支援 

１ 

要支援 

２ 

要介護 

１ 

要介護 

２ 

要介護 

３ 

要介護 

４ 

要介護 

５ 

１．サービス利用料

金 

34,500                  

円  

69,720    

円 

104,580 

円 

153,700 

円 

223,590

円 

246,770 

円 

272,090

円 

２．うち、介護保険か

ら給付される金額 

31,050           

円 

62,748  

円 

94,122

円 

138,330

円 

201,231 

円 

222,093

円 

244,881

円 

３．サービス利用に係

る自己負担額 

（１－２） 

3,450 

  円 

6,972

円 

10,458

円 

15,370 

円 

22,359

円 

24,677

円 

27,209

円 

加算 

加 算 項 目 単  価 

初期加算（30 日まで） ３０円 

認知症加算（Ⅲ） ７６０円 

認知症加算（Ⅳ） ４６０円 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） ７５０円 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） ６４０円 

サービス提供体制強化加算（Ⅲ） ３５０円 

看護職員配置加算（Ⅰ） ９００円 

看護職員配置加算（Ⅱ） ７００円 

看護職員配置加算（Ⅲ） ４８０円 

総合マネージメント加算（Ⅰ） １,２００円 

総合マネージメント加算（Ⅱ） ８００円 

訪問体制強化加算 １,０００円 

看取り連携体制加算(死亡日以前３０日以下) ６４/日 

生活機能向上連携加算(Ⅰ) １００円 

生活機能向上連携加算(Ⅱ) ２００円 

若年性認知症利用者受入加算 ８００円（要支援：４５０円） 
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口腔・栄養スクリーニング加算（６月に１回） ２０円/回 

科学的介護推進体制加算 ４０円/月 

介護職員処遇改善加算Ⅰ 所定単位数×14.9％ 

 

介護保険負担割合が２割の方 

ご契約者の要介護度 要支援 

１ 

要支援 

２ 

要介護 

１ 

要介護 

２ 

要介護 

３ 

要介護 

４ 

要介護 

５ 

１．サービス利用料

金 

34,500                  

円  

69,720    

円 

104,580 

円 

153,700 

円 

223,590

円 

246,770 

円 

272,090

円 

２．うち、介護保険か

ら給付される金額 

27,600           

円 

55,776  

円 

83,664

円 

122,960

円 

178,872 

円 

197,416

円 

217,672

円 

３．サービス利用に係

る自己負担額 

（１－２） 

6,900 

  円 

13,944

円 

20,916

円 

30,740 

円 

44,718

円 

49,354

円 

54,418

円 

 

加算 

加 算 項 目 単  価 

初期加算（30 日まで） ６０円 

認知症加算（Ⅲ） １，５２０円 

認知症加算（Ⅳ） ９２０円 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） １，５００円 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） １，２８０円 

サービス提供体制強化加算（Ⅲ） ７００円 

看護職員配置加算（Ⅰ） １，８００円 

看護職員配置加算（Ⅱ） １，４００円 

看護職員配置加算（Ⅲ）  ９６０円 

総合マネージメント加算（Ⅰ） ２,４００円 

総合マネージメント加算（Ⅱ） １,６００円 

訪問体制強化加算 ２,０００円 

看取り連携体制加算（死亡日以前 30 日以下） １２８円/日 

生活機能向上連携加算(Ⅰ) ２００円 
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生活機能向上連携加算(Ⅱ) ４００円 

若年性認知症利用者受入加算 １６００円（要支援：９００円） 

口腔・栄養スクリーニング加算（６月に１回） ４０円/回 

科学的介護推進体制加算 ８０円/月 

介護職員処遇改善加算Ⅰ 所定単位数×14.9％ 

 

介護保険負担割合が３割の方 

ご契約者の要介護度 要支援 

１ 

要支援 

２ 

要介護 

１ 

要介護 

２ 

要介護 

３ 

要介護 

４ 

要介護 

５ 

１．サービス利用料

金 

34,500                  

円  

69,720    

円 

104,580 

円 

153,700 

円 

223,590

円 

246,770 

円 

272,090

円 

２．うち、介護保険か

ら給付される金額 

24,150           

円 

48,804  

円 

73,206

円 

107,590

円 

156,513 

円 

172,739

円 

190,463

円 

３．サービス利用に係

る自己負担額 

（１－２） 

10,350 

  円 

20,916

円 

31,374

円 

46,110 

円 

67,077

円 

74,031

円 

81,627

円 

加算 

加 算 項 目 単  価 

初期加算（30 日まで） ９０円 

認知症加算（Ⅲ） ２，２８０円 

認知症加算（Ⅳ） １，３８０円 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） ２，２５０円 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） １，９２０円 

サービス提供体制強化加算（Ⅲ） １，０５０円 

看護職員配置加算（Ⅰ） ２，７００円 

看護職員配置加算（Ⅱ） ２，１００円 

看護職員配置加算（Ⅲ） １，４４０円 

総合マネージメント加算（Ⅰ） ３,６００円 

総合マネージメント加算（Ⅱ） ２,４００円 

訪問体制強化加算 ３,０００円 

看取り連携体制加算（死亡日以前 30 日以下） １９２円/日 
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生活機能向上連携加算(Ⅰ) ３００円 

生活機能向上連携加算(Ⅱ) ６００円 

若年性認知症利用者受入加算 ２４００円（要支援：１３５０円） 

口腔・栄養スクリーニング加算（６月に１回） ６０円/回 

科学的介護推進体制加算 １２０円/月 

介護職員処遇改善加算 所定単位数×14.9％ 

  

☆月ごとの包括料金ですので、契約者の体調不良や状態の変化等により指定小規模多機能

型居宅介護計画及び介護予防小規模多機能型居宅介護計画（以下「小規模多機能型居宅介

護計画」という）に定めた期日よりも利用が少なかった場合、または小規模多機能型居宅

介護計画に定めた期日よりも多かった場合であっても、日割りでの割引又は増額は致し

ません。 

☆月途中から登録した場合又は月途中から登録を終了した場合には、登録した期日に応じ

て日割りした料金をお支払いいただきます。なお、この場合の「登録日」及び「登録終了

日」とは、以下の日を指します。 

 

    登録日・・・利用者が当事業所と利用契約を結んだ日ではなく、通い・訪問・宿泊

のいずれかのサービスを実際に利用開始した日 

    登録終了日・・・利用者と当事業所の利用契約を終了した日 

 

 ☆ご利用者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用負担の全額を一度 

  お支払いいただきます。要支援又は要介護の認定を受けた後、自己負担を除く金額が 

介護保険から払い戻されます（償還払い）償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付 

の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します 

 ☆ご利用者に提供する食事の材料に係る費用は別途いただきます。（下記（２）ア参照） 

 ☆介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約の負担 

  額を変更します。 

 

（２） 介護保険の給付対象とならない利用料金（契約書第５条参照） 

※以下の利用料金は、利用金額の全額がご契約者の負担となります。 

  

介護保険の給付対象とならないサービス 

以下のサービスは利用料金の全額がご利用者の負担になります。 
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<サービスの概要と利用料金> 

ア．食事の提供（食事代） 

ご契約者に提供する食事に要する費用です。 

 料金 朝食３９０円 昼食５５０円 おやつ１４０円 夕食５２０円 

 

 

イ.宿泊に要する費用 

 ご契約者に提供する宿泊サービスの宿泊に要する費用です。 

 料金 ２,２００円/一泊 

 

 

ウ．送迎費及び交通費 

通常の事業の実施地域以内のご契約者に対する送迎費及び交通費 

○事業所から片道１０キロメートル未満  無料 

○事業所から片道１０キロメートル以上  300 円/回 

 

 

エ．おむつ代 

 紙おむつ代   パット代  種類により金額は異なります。  

   洗濯代     1 回 200 円  １カ月 6,000 円 

   利用者、家族の希望により施設で洗濯をした場合には、洗濯代として実費を頂きます。 

   (1 ヵ月単位を希望の方で入院などの場合は日割りにて請求) 

 

 

オ．レクリエーション、クラブ活動 

ご利用者の希望によりレクリエーションやクラブに参加していただく事ができます。 

材料代費の実費をいただきます。 

 

カ．複写物の交付 

ご利用者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を必要と

する場合には実費をご負担いただきます。 

１枚につき   10 円（両面コピーは 20 円） 

☆経済状況の著しい変化その他のやむ得ない事由がある場合、相当な額に変更すること  

 があります。その場合事前に変更する事由について、変更を行う２か月前までにご説  

 明します。 
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（３） 利用料金のお支払方法 

前記（１）、（２）の料金・費用は、1 カ月ごとに計算し、原則として翌月１０日頃

ご請求しますので、翌月２０日までに、原則として以下のいずれかの方法で支払い

ください。 

ア．下記指定口座への振込 

トマト銀行 西大寺支店 普通預金 1057532 社会福祉法人 藤花会 

中国銀行  西大寺支店 普通預金 1806317 社会福祉法人 藤花会 

 

イ．金融機関口座からの自動引き落とし 

ご利用できる金融機関：トマト銀行、中国銀行、NICOS(集金代行) 

 

 

（４） 利用の中止、変更、追加 

☆指定小規模多機能型居宅介護・指定介護予防小規模多機能型居宅介護サービスは、

小規模多機能型居宅介護計画に定められた内容をしつつ、契約者の日々の容態、

希望等を勘案し、適宜適切に通いサービス、訪問サービス又は宿泊サービスを組

み合わせて介護を提供するものです。 

☆利用予定日の前に、ご契約者の都合により、指定小規模多機能型居宅介護・指定

介護予防小規模多機能型居宅介護サービスの利用を中止又は変更、もしくは新た

なサービスの利用を追加することができます。この場合にはサービスの実施日前

日までに事業者に申し出てください。 

☆介護保険の対象となるサービスについては、利用料金は 1 カ月ごとの包括料金 

 （定額）の為、サービスの利用回数を変更された場合も 1 カ月の利用料は変更さ

れません。ただし介護保険の対象外のサービスについては、利用予定日の前日ま

でに申し出が無く、当日になって利用の中止の申し出をされた場合、取消料とし

て下記の料金をお支払いいただく場合があります。ただし、ご契約者の体調不良

等正当な事由がある場合は、この限りではありません。 

利用予定日の前日までに申し出があった場合 無料 

利用予定日の前日までに申し出がなかった場合 当日の食材料費 

実費負担分 

宿泊料金 

 

○サービス利用の変更、追加の申し出に対して、事業所の稼働状況により利用者の

希望する日時にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を契約者に提

示して協議します。 
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（５） 指定小規模多機能型居宅介護計画について 

指定小規模多機能型居宅介護・指定介護予防小規模多機能型居宅介護というサービ

スは、利用者一人ひとりの人格を尊重し、住み慣れた地域での生活を継続すること

が出来るよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の

状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、通いサービス、訪問サービス及

び宿泊サービスを柔軟に組み合わせることにより、地域での暮らしを支援するもの

です。 

 事業者は、ご契約者の状況に合わせて適切にサービスを提供するために、ご契約

者と協議の上で小規模多機能型居宅介護計画を定め、またその実施状況を評価しま

す。計画の内容及び評価結果等は書面に記載してご契約者に説明します。 

 

 

５．事故発生時の対応 

   当施設における指定小規模多機能型居宅介護・指定介護予防小規模多機能型居宅介

護のサービス提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者の家族等に連

絡を行うとともに必要な措置を講じます。 

  また、サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行

います。 

 

 

６．秘密保持について 

 本事業所の職員は、業務上知り得た利用者又はご家族等に関する事項を正当な理由なく、

第３者に漏洩しません。職員であった者についても同様です。 

 ただし、利用者に緊急な医療上の必要性がある場合は、医療機関等に心身の情報を提供し

ます。 

 またサービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を

利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得るも

のとします。 
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７．個人情報利用目的について 

 

 ①利用者及びその家族等（法定後見人を含む）個人情報であって、サービス提供に必ず必

要な利用目的 

○介護関係事業者の内部での利用に係る事例 

 ・当該事業者が介護サービスの入居者等に提供する介護サービス 

 ・介護保険事務 

 ・介護サービス事業所の管理運営業務 

  「入退居等の管理」 

  「会計・経理」 

  「事故等の報告」 

  「当該利用者の介護サービス向上」 

 ・費用の請求及び収受に関する業務 

 

○他の事業者への情報提供を伴う事例 

 ・当該事業者が利用者等に提供するサービス 

   「当該利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護 

    支援事業所との連携（サービス担当者会議等）、照会の回答」 

   「契約終了に伴う援助」 

   「その他の業務委託」 

   「家族等への心身の状況説明」 

 ・介護保険事務 

  「保険事務の委託」 

  「審査支払機関へのレセプトの提出」 

  「審査支払機関又は保険者からの紹介への回答」 

 ・利用者に病状の急変が生じた場合等の医療機関への連絡等 

 ・損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届け出等 

 

 

○上記以外の利用目的 

 ・「介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料」 

 ・「介護保険施設等において行われる学生の実習への協力」                                  
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８．苦情の受付について 

（１） 事業所における苦情の受付 

当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けています。 

 ○苦情受付担当者  水田 光重     電話０８６９－２２－２６２６ 

 ○苦情解決責任者  田中 寿一     電話０８６９－２２－２６２６ 

 ※苦情受付ボックスを受付に設置しています。 

 

（２） 苦情解決の方法 

１．苦情の受付  

苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。 

２．苦情解決の報告・確認 

      苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者に報告いたします。 

３．苦情解決のための話し合い 

      苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意を持って話し合い、解決に努めます。   

・話し合いの結果や改善事項等の確認 

４．都道府県「運営適正化委員会」の紹介 

本事業所で解決できない苦情は、岡山県社会福祉協議会（岡山市北区南方２

丁目１３－１  電話番号０８６－２２６－９４００）に設置された運営適

正化委員会及び下記機関に申し立てることができます。 

 

 

（３）行政機関その他苦情受付期間 

瀬戸内市役所 いきいき長寿課 

       介護保険係 

        

所在地  瀬戸内市邑久町尾張３００番地１ 

電話番号 ０８６９－２４－８８６６ 

FAX   ０８６９－２４－８８４０ 

受付時間 ８：３０～１７：１５ 

国民健康保険団体連合会 所在地  岡山県岡山市北区桑田町１１－６ 

電話番号 ０８６－２２３－８８１１ 

FAX   ０８６－２２３－９１０５ 

受付時間 ８：３０～１７：００ 

岡山県社会福祉協議会 所在地  岡山県岡山市北区南方２丁目１３－１ 

電話番号 ０８６－２２６－２８２２ 

FAX   ０８６－２２７－３５６６ 

受付時間 ８：３０～１７：００ 
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９．運営推進会議の設置 

 当事業所では指定小規模多機能型居宅介護・指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提

供にあたり、サービスの提供状況について定期的に報告するとともに、その内容等につい

て評価、要望、助言を受けるため、下記のとおり運営推進会議を設置します。 

 

 

<運営推進会議> 

構成：利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、市職員、地域包括支援センター職

員、指定小規模多機能型居宅介護・指定介護予防小規多機能型居宅介護について知見を

有する者等 

 

開催 ：隔月で開催 

 

会議録：運営推進会議の内容、評価、要望、助言等について記録を作成します。 

 

≪第三者評価の実施状況≫ 

実施状況  ： 有 

直近の実施日： 令和 7 年  1 月 28 日 

評価機関名 ： 運営推進会議 

評価結果の開示状況： 有 
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                         令和    年   月   日 

 

 指定小規模多機能型居宅介護・指定介護予防小規模多機能型居宅介護のサービスの提供

の開始に際し、本書面に基づき重要事項説明書の説明を行いました。 

 

 

 小規模多機能型居宅介護せとうち・介護予防小規模多機能型居宅介護せとうち 

  

 

 説明者職名  管理者         氏  名 田中 寿一      印 

 

 

 私（利用者甲・家族乙）は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定

小規模多機能型居宅介護・指定介護予防小規模多機能型居宅介護サービスの提供開始、及

び個人情報の利用目的について同意しました。 

  

 

 

甲   ご 利 用 者    住  所 

 

 

 

               氏  名                   印 

 

 

 

 

乙   ご 家 族      住  所 

 

 

 

               氏  名                   印 
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<重要事項説明書付属文書> 

１． 事業所の概要 

（１）建物の構造  木造 １階建 

（２）建物の延べ床面積  １４０.５０ ㎡ 

（３）施設の周辺環境 

吉井川に接した田園地帯にあり、騒音もなく日当たり良好である。 

 

 

２． 職員の配置状況 

<配置職員の職種> 

 管理者・・・・管理者は事業を代表し、職員の管理及び業務の管理を一元的に行 

        うとともに、法令等において規定されている事業の実施に関し、事

業所の従事者に対し遵守すべき事項について指揮命令を行う。 

        1 名の管理者を配置しています 

 

 

 介護支援専門員・・利用者及び家族の必要な相談に応じるとともに、適切なサービ

スが提供されるよう、居宅介護サービス計画及び介護予防サービス

計画（以下「居宅介護サービス計画」という）の作成、小規模多機

能型居宅介護計画の作成、地域包括支援センターや居宅介護サービ

ス事業所等のほかの関係機関との連絡、調整を行う。 

        1 名の介護支援専門員を配置しています。 

 

 

 介護職員・・・ご利用者の日常生活上の介護並びに健康保持のための相談・助言等   

        を行います。 

        ７名以上の介護職員を配置しています。 

 

 

 看護職員・・・主にご利用者の健康管理や療養上の世話を行いますが、日常生活上  

        の介護、介助等も行います。 

        １名の看護職員を配置しています。 
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３． 契約締結からサービス提供までの流れ 

（１）ご利用者に対する具体的なサービス内容やサービス提供方針については、契約

締結時に作成する「小規模多機能型居宅介護計画」に定めます。契約締結からサ

ービス提供までの流れは次の通りです。  

①当事業者の介護支援専門員（ケアマネジャー）に居宅介護サービス計画及び小規

模多機能型居宅介護計画の原案作成やそのために必要な調査等の業務を担当させ

ます。 

 

 

 

② 居宅介護サービス計画及び小規模多機能型居宅介護計画の原案について、ご利

用者及びその家族に対して説明し、同意を得たうえで決定します。 

 

 

③ 居宅介護サービス計画及び小規模多機能型居宅計画が変更された場合、もしく

はご利用者及びその家族等の要請に応じて、変更の必要があるかどうか確認

し、変更の必要のある場合には、ご利用者及びその家族等と協議して、居宅介

護サービス及び小規模多機能型居宅介護計画を変更します。 

 

 

④ 居宅介護サービス計画及び小規模多機能型介護計画が変更された場合には、ご利

用者に対して書面を交付し、その内容を確認させていただきます。 

 

○介護保険給付対象サービスについては、介護保険の給付費額を除いた料金（自己

負担額）をお支払いいただきます。 

 

(ア) 要介護認定を受けていない場合 

○要介護認定の申請に必要な支援を行います。 

○居宅介護サービス計画及び小規模多機能型居宅介護計画し、それに基づき、ご契

約者にサービス提供します。 

○介護保険給付対象サービスについては、サービス利用料金の全額をいったんお支

払いいただきます。要介護認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から

払い戻されます（償還払い）。この場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必

要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。 
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４． サービス提供における事業者の義務 

当事業所は、ご契約者に対してサービスを提供するにあたって、次のことを守りま

す。 

① ご契約者の生命、身体、財産の安全確保に配慮します 

② ご契約者の体調、健康状態からみて必要な場合には、医師又は看護職員と連携のう

え、ご入居者からの聴取、確認します。 

③ ご契約者に提供したサービスについて記録を作成し、５年間保管するとともに、ご

利用者又は代理人の請求に応じて閲覧させ、複写物を交付します。 

④ ご契約者に対する身体的拘束その他の行動を制限する行為を行いません。 

ただし、ご契約者又は他の利用者等の生命、身体を保護するために緊急やむを得な

い場合には、記録を記載するなど、適正な手続きにより身体等を拘束する場合があ

ります。 

⑤ ご契約者へのサービス提供時において、ご契約者に病状の急変が生じた場合、その

他必要な場合には、速やかに主治医又はあらかじめ定めた協力医療機関への連絡を

行う等必要な処置を講じます。 

⑥ 事業者及び職員はサービスを提供するにあたって知り得たご契約者または家族に等

に関する事項を正当な理由なく、第三者に漏洩しません。退職後も同様です。 

ただし、サービス担当者会議等において利用者の個人情報を用いることに、及び、

ご契約者に緊急な医療上の必要性がある場合には、医療機関等にご契約者の心身等

の情報を提供します。 

 

 

 

 

５． サービスの利用に関する留意事項 

当事業所のご利用にあたって、サービスを利用されている利用者の快適性、安全性

を確保するため、下記の事項をお守りください。 

 

 

（１） 持ち込みの制限 

利用にあたり、以下のもの以外は原則として持ち込むことができません。 

衣類・タオル・バスタオル・コップ・洗面用具・その他日常生活用品 
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  （２）施設・設備の使用上の注意 

○居室および共用施設、敷地をその本来の用途に従って利用して下さい。 

○故意に、又はわずかな注意を払えば避けられたにも関わらず、施設、設備を

壊したり、汚したりした場合には、ご契約者に自己負担により現状に復して

いただくか、又は相当の代価をお支払いいただく場合があります。 

○ご契約者に対するサービスの実施及び安全衛生等の管理上の必要があると認

められる場合には、必要な措置を取ることができるものとします。 

 但し、その場合、ご本人のプライバシー等の保護について、十分な配慮を行

います。 

○当事業所の職員や他の利用者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活

動、営利目的を行うことはできません。 

 

  

（３）喫煙 

敷地内の喫煙スペース以外での喫煙はできません。 

 

（４）サービス利用中の医療の提供について 

 医療を必要とする場合は、ご契約者の希望により、下記協力医療機関にお

いて診療や入院治療を受けることができます。（但し、下記医療機関での優先

的な診療・入院治療を保証するものではありません。また、下記医療機関で

の診療・入院治療を義務づけるものでもありません。） 

 

 

（ア） 協力医療機関 

医療機関の名称 藤田病院 

所在地 〒704-8112 岡山市東区西大寺上 3 丁目８－６３ 

診療科 内科、外科、消化器科、肛門科、呼吸器科、泌尿器科、 

脳神経外科、リハビリテーション科、放射線科、麻酔科 

麻酔科 

    

 

（イ） 協力歯科医療機関 

医療機関の名称 えたに歯科医院 

所在地 岡山市東区神崎町 88-1 
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６． 損害賠償について 

当事業所において、事業者の責任によりご契約者に生じた損害については、事業者は

速やかにその損害を賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします。 

 ただし、その損害の発生について、ご契約者に故意又は過失が認められる場合には、

ご契約者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、事業者の損害

賠償責任を減じる場合があります。 

 

 

 

 

７． サービス利用をやめる場合（契約の終了について） 

 契約の有効期間は、契約締結の日から契約者の要介護認定の有効期間満了日まで

ですが、契約期間満了の 2 日前までに契約者から契約終了の申し入れがない場合に

は、契約は更に更新され、以後も同様となります。 

 契約期間中は、以下のような事由がない限り、継続してサービスを利用すること

ができますが、仮にこのような事由に該当するに至った場合には、当事業所との契

約は終了します。 

① ご契約者が死亡した場合 

② 要介護認定によりご契約者の心身の状況が自立と判定された場合 

③ 事業者が解散した場合、破産した場合は又はやむを得ない事由により事業所

を閉鎖した場合 

④ 施設の滅失や重大な毀損により、ご契約者に対するサービスの提供が不可能

になった場合 

⑤ 当事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 

⑥ ご契約者から解約又は契約解除の申し出があった場合（詳細は以下をご参照

ください。 

⑦ 事業所から契約解除を申し出た場合（詳細は以下をご参照ください。） 

 

 

（１）ご契約者からの解約・契約解除の申し出 

     契約の有効期間であっても、ご契約者から利用契約を解約することができます。

その場合には、契約終了を希望する日の 7 日前までに解約届出書をご提出くださ

い。ただし、以下の場合には、即時に契約を解約・解除することができます。 
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① 介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意ができない場合 

② ご契約者が入院された場合 

③ ご契約者の「居宅介護サービス計画及び指定小規模多機能型居宅介護計画」

の変更に同意できない場合 

④事業者もしくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合 

⑤事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失によりご契約者の身体・財物・

信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他の本契約を継続しがたい重大な

事情が認められる場合 

⑥他の利用者がご契約者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つける

恐れがある場合において、事業所が適切な対応をとらない場合 

 

 

（２）事業者からの契約解除の申し出 

以下の事項に該当する場合には、本契約を解除させていただくことがあります。 

① ご契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故

意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重

大な事情を生じさせた場合 

② ご契約者による、サービス利用料金の支払いが 3 カ月以上遅延し、相当期間

を定めた催促にもかかわらずこれが支払われない場合 

③ ご契約者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは

他の利用者の生命・身体・財産・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行う

ことによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合 

 

（３）契約の終了に伴う援助 

契約が終了する場合には、事業者はご契約者の心身の状況、置かれている環境

等を勘案し、必要な援助を行うように努めます。 
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